
　下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予定ですので、お
知らせします。

令和７年１１月７日

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地目
地積

（㎡）

３３００－２０２４－６０９７ 上益城郡御船町大字木倉字龍ケ鼻又６５５６番 田 13

３３００－２０２４－６０９２ 上益城郡御船町大字木倉字龍ケ鼻６５５７番 墓地 ３・３０

記

熊本地方法務局　登記官　川畑文保

表題部所有者の登記のお知らせ



　下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予定ですので、お
知らせします。

手続番号
表題部所有者不明土地に係る
所在事項

地目
地積

（㎡）

抹消する登記事項
（表題部所有者不明
土地の登記記録の表
題部の所有者欄に記
録されている事項）

登記すべき事項

３３００－
２０２４－
６０６３

上益城郡御船町大字木倉字平
４３１３番

宅地
６・６

１
木倉村柚木原組
共有

表題部所有者として登記すべき者がない［令和
元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］

３３００－
２０２４－
６０７０

上益城郡御船町大字木倉字柚
木原４５２３番

墓地 383 柚木原組共有
表題部所有者として登記すべき者がない［令和
元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］

３３００－
２０２４－
６０７５

上益城郡御船町大字木倉字柚
木原４５４８番

宅地 19・83 田津原組共有
表題部所有者として登記すべき者がない［令和
元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］

３３００－
２０２４－
６０８０

上益城郡御船町大字木倉字威
徳寺４７９８番

墓地 92

持分３分の１　
野間新平　３分
の１　野間郡平　
３分の１　野間
永喜

持分　３分の２
表題部所有者として登記すべき者がない
［令和元年法律第１５号第１４条第１項第
４号イ］

３３００－
２０２４－
６０７８

上益城郡御船町大字木倉字威
徳寺４７５０番

墓地 119

持分４分の１　
藤村正三　４分
の１　荒木貞平　
４分の１　荒木
新藏　４分の１　
荒木市八

持分　４分の３
表題部所有者として登記すべき者がない
［令和元年法律第１５号第１４条第１項第
５号イ］

３３００－
２０２４－
６１０８

上益城郡御船町大字木倉字髙
砂又６９７３番

墓地
９・９

１
吉永源四郎

表題部所有者として登記すべき者がない［令和
元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］

３３００－
２０２４－
６０１２

上益城郡御船町大字木倉字前
田８０１番

宅地
９・９

１
増田壽八

表題部所有者として登記すべき者がない［令和
元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］

表題部所有者の登記のお知らせ

令和７年１１月７日

熊本地方法務局　登記官　川畑文保

記

持分 ５分の４

表題部所有者として登記すべき者がない［令和

元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ］


	登記前お知らせ（自然人所有者特定）
	２令和７年１１月７日公告・登記すべき者がない（本局）
	登記前お知らせ（所有者不明）


